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第１章 総 則 

 

第１条（目的） 

 本規則は、南三陸ワイナリー株式会社（以下「会社」という）の従業員の就業

に関する事項を定めるものである。 

 

第２条（従業員の種類） 

 従業員の種類は次の通りとする。 

号 区分 雇用期間の定め 所定労働時間 基本給形態 

１ 正社員 なし 
第２６条第１項 

に基づく 
月給 

２ 契約社員 あり 正社員と同等 個別に定める 

３ 
フルタイマー 

社員 
個別に定める 正社員と同等 

日給または時間給 

のいずれか 

４ 

パートタイマ

ー 

社員 

個別に定める 正社員より少ない 
日給または時間給 

のいずれか 

 
 

第３条（適用範囲） 

 本規則は、前項に定めるすべての従業員に適用する。 

 



第４条（規則の遵守） 

 従業員は、本規則に定められた義務を誠実に履行し、企業秩序の維持に努めな

ければならない。 

 

第２章 人 事 

 

第５条（採用） 

 会社は入社希望者の中から選考を行い、採用する。 

２ 採用を希望する者は、選考手続において次の各号に掲げる書類を提出しなけ

ればならない。ただし、会社が特に提出不要と認めた場合は、その一部を省略す

ることができる。 

（１）履歴書 

（２）職務経歴書（職歴のある者） 

（３）卒業証明書または卒業見込証明書 

（４）健康診断書 

（５）その他会社が必要とする書類 

 

第６条（採用決定時の提出書類） 

 新たに採用された者は、出社初日までに、すみやかに以下書類を提出しなけれ

ばならない。ただし、会社が特に提出不要と認めた場合は、その一部を省略する

ことができる。 

（１）身元保証書 

（２）誓約書 

（３）給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

（４）源泉徴収票（職歴のある者） 

（５）年金手帳 

（６）雇用保険の被保険者証 

（７）健康診断書（採用選考時に提出をしていない者） 

（８）住民票記載事項証明書 

（９）個人番号カードの表裏面の写しまたは通知カードの写しおよび写真付き本

人確認書類等（個人番号は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番

号の利用に関する法律に定められた目的以外で利用することはない） 

（１０）その他会社が必要とする書類 

２ 前項により提出した書類に変更が生じたときは、速やかに上長へ報告しなけ

ればならない。 

３ 第１項によって提出された書類は、次の目的のために利用する。 

 （１）配属先の決定・異動 



 （２）給与の決定 

 （３）所得税、雇用保険および社会保険の手続 

４ 第１項各号に定める書類を所定の期日までに提出しない場合には、採用を辞

退したものとみなすことがある。 

 

第７条（試用期間） 

 新たに採用した者については、採用日から６ヶ月間を試用期間とする。ただ

し、会社が試用期間は不要と認めた場合はこの限りでない。 

２ 前項の試用期間は、事情により短縮し、もしくは延長することがある。 

３ 試用期間中、次の各号いずれかに該当して会社が従業員として不適格である

と認めた場合は、本採用を拒否することがある。 

（１）業務遂行に支障をきたすおそれのある経歴や既往症歴を偽り、または隠し

ていたことが発覚したとき 

（２）不適切な言動があり、または職場における協調性に欠けると判断されたと

き 

（３）無断で遅刻・欠勤をしたとき 

（４）本規則に定める「解雇」の事由に該当したとき 

（５）その他、前各号に準ずる程度の事由があったとき 

４ 本採用の有無の決定は、試用期間満了までに行う。 

５ 試用期間中の労働条件については、個別に労働条件通知書にて定める。 

 

第８条（労働条件通知書） 

 従業員を採用するときは、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時

間、休日等の労働条件を記した労働条件通知書を交付する。 

 

第９条（異動） 

 会社は、業務上必要な際には、従業員に職場ならびに職種の変更を命ずること

がある。従業員は、正当な理由なくこれを拒むことができない。 

 

第１０条（休職） 

 従業員が次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。ただし、復職の

見込みがない場合を除く。 

（１）業務外の傷病により欠勤が連続３０日（欠勤中の休日も含む）または連続

する２ヶ月内で累計３０日を超え、なお療養を継続するため勤務できない

とき 

（２）傷病または精神の疾患により労務の提供が不完全であり、その傷病または

疾患が治癒しない限り、業務に支障が生じると会社が判断したとき 



（３）その他業務上の必要性より休職させることが適当と会社が判断したとき 

２ 休職期間中は無給とする。 

 

第１１条（休職期間とその扱い） 

 前条第 1 項の定めにより休職を命じた者については、次の期間を限度として休

職期間を定める。ただし、雇用期間の定めのある者についてはその満了日を超え

ることはない。 

（１）前条第１項第１号および第２号の場合 

    ①勤続１年未満・・・１カ月 

    ②勤続１年以上・・・３カ月 

（２）前条第１項第３号の場合 会社が認める期間 

２ 会社は社員に対し、休職事由を証明できる書類の提出を命じることができる。 

３ 前条第１項第１号または第２号の休職を命じられた者が、休職期間満了前に復

職した場合で、復職後３０日を経ないで、再び当該休職事由と同一ないし類似の事

由により欠勤したときは、休職を命じる。この場合、休職期間は中断せず、前後の

期間を通算する。 

 

第１２条（復職） 

 休職事由が消滅したときは、従業員は速やかに会社に申し出るものとし、復職

が適当であると会社が判断した場合には復職させるものとする。 

２ 会社は、休職事由が第１１条第１項第１号・第２号による場合は、復職が適当

であるかの判断をするために、社員に対して医師による治癒を証明する書類の提出

を命じることがある。 

３ 前項の場合において、会社は必要に応じ、会社が指定する医師による診察の受

診を求める場合がある。正当な事由がなくこれを拒否した場合は、前項で提出され

た治癒を証明する書類は採用せず、復職を認めない。 

４ 休職期間満了後も復職できないときは、休職満了の日をもって当然退職とす

る。 

 

第１３条（当然退職） 

 従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職の日とし、そ

の翌日（（５）の場合は当日）に従業員としての身分を失う。 

（１）期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき 

（２）休職期間満了後も休職事由が消滅しないとき 

（３）死亡したとき 

（４）事業所に連絡がなく、３０日を経過してもなお、所在不明のとき 

（５）取締役に就任したとき 



 

第１４条（定年退職） 

 従業員の定年は満６５歳に達した日（６５歳の誕生日の前日）の属する給与計

算期間の末日とし、その日をもって退職したものとみなす。 

 

第１５条（定年後再雇用制度） 

 前条の規定にかかわらず、従業員が希望し、就業規則に定める解雇事由または

退職事由（年齢にかかわるものを除く。以下同じ）に該当しない者は、満７０歳

の誕生日の属する給与計算期間の給与締切日まで継続雇用する。 

２ 前項に定める再雇用の契約期間は１年以内とし、契約期間満了までに社員が

希望し、解雇事由または退職事由に該当しない者であって、個別に定める更新条

件を満たした者については、引き続き新たな再雇用契約を締結することができ

る。 

３ 再雇用時の職務内容や労働条件は、社員ごとに会社が決定し、個別の労働条

件通知書により明示するものとする。 

 

第１６条（合意退職） 

 退職を希望する社員は、あらかじめ退職日の１カ月前までに、退職する意思が

あることを会社に通知しなければならない。 

２ 前項について会社が承諾し、双方が合意した日をもって退職とする。 

 

第１７条（辞職） 

 前条の合意退職が成立しない場合、従業員は民法第６２７条および第６２８条

の手続で、労働契約を終了させることができる。 

 

第１８条（退職前の現実就労） 

 第１５条および第１６条の場合、従業員は、会社と別段の合意をした場合を除

き、退職日より遡って２週間は現実に就労し、引継ぎ等を行って業務に支障を生

じさせないようにしなければならない。 

 

第１９条（普通解雇） 

 従業員が次のいずれかに該当する場合は、普通解雇とする。 

 （１）業務能率または勤務成績が不良で改善の見込みがないと認められ

るとき 

 （２）精神または身体の障害等のため業務に耐えられないとき 

 （３）協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき 

 （４）事業の縮小、廃止等やむを得ない業務上の都合によるとき 

 （５）その他やむを得ない事由が生じたとき 



２ 前項の規定により解雇する場合は、解雇する日の３０日前に予告するか、あ

るいは平均賃金の３０日分の解雇予告手当を支給し、即日解雇する。なお、予告

日数は、平均賃金を支給した日数分だけ短縮することができる。 

３ 本条により解雇する場合は、労働基準法等の法令の定めに基づき行う。 

 

第３章 服務規律 

 

第２０条（服務） 

 従業員は会社の諸規則等に従って誠実に職務を遂行し、かつ、会社の指示に従

い、職場秩序の維持に努めなければならない。 

 

第２１条（職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊

娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの禁止） 

 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出

産・育児休業等に関するハラスメント（以下｢職場におけるハラスメント｣とい

う）については、第３章（服務規律）及び第８章（懲戒）のほか、詳細は「職場

におけるハラスメントの防止に関する規定」により別に定める。 

 

第２２条（遵守事項） 

 従業員は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 社員は、会社の規則及び業務上の指示、命令に従い、職場の風紀・秩序の維

持ならびに能率の向上に努め、互いに人格を尊重し、誠実に自己の職務に専念し

なければならない 

(2) 勤務時の装い(衣服・髪型・化粧・アクセサリー・爪等）は、会社の指示に従

うこと 

(3) 職務に関連し、自己または第三者のために会社の取引先等から金品、飲食等

の利益供与を受けないこと 

(4) 自己または第三者のために、職務上の地位を利用しないこと 

(5) 所定の届出事項に異動が生じたときは、すみやかに届け出ること 

(6) 社員は、職場において、職権等の立場または職場内の優位性を背景にして、

個々の社員の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その社員や他の社員

に身体的・精神的苦痛を与え、社員の健康や就業環境を悪化させてはならない 

(7) 会社の許可なく、業務以外の目的で、会社の施設、機械器具、金銭、その他

の物品を利用し、他人に貸与し、または、許可なく持ち出さないこと 



(8) 会社の許可なく、会社の施設内で組合活動、政治活動、宗教活動等、業務に

関係のない活動は行わないこと。また、施設外においても社員の地位を利用し

て、会社で働いている者に対して同様の行為を行わないこと 

(9) 会社の許可なく、自動車（二輪含む）で通勤してはならない。 

(10) 職務上知り得た会社の秘密にわたる事項、または、重要な機密に関する事

項、顧客情報、社員等の個人情報及び会社の不利益となる事項を他に漏らさない

こと(退職後においても同様とする） 

(11) 会社の許可なく、同業他社に就業し、または自ら会社の業務と競争になる競

業行為を行ってはならない。退職後においても会社の営業秘密その他の会社の利

益を害する不当な競業行為を行ってはならない 

(12) 社内においては、定められた場所以外では喫煙しないこと 

    (13) 会社から貸与されたパソコンや携帯電話を私的に利用しないこと 

(14) その他、上記に準ずる行為を行わないこと 

 

第２３条（個人情報保護） 

 従業員は、会社および取引先等に関する情報、個人情報等の管理に十分注意を

払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 

２ 従業員は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理してい

た会社および取引先等の情報、個人情報等に関するデータ・情報書類等を速やか

に返却しなければならない。 

 

第２４条（パソコン通信等の管理） 

 会社は、社内機密、業務方針、顧客情報、スタッフの個人情報などの漏洩を防

止するため、または社内のパソコン環境を良好に保つため、必要に応じて調査を

することがある。 

 

第２５条（私的なインターネット上の情報発信） 

 社員は、業務遂行上知り得た事業所の秘密情報および、公序良俗に反し事業所

の信頼を失う情報を、個人で利用するブログ、ソーシャルメディアサービスをは

じめとする、インターネット上のサービスで発信、開示してはならない。 

２ 会社は、社員が前項に該当する情報を発信、開示していることを発見した場

合、その削除をも求める。会社からの削除を求められた社員は、直ちに当該情報

の削除に応じなければならない。 

 



第４章 勤 務 

 

第２６条（勤務時間および休憩時間） 

 労働時間は１週４０時間、１日８時間とし、始業時刻、終業時刻、休憩時間は

以下の通りとする。ただし、業務上の必要がある場合にはこれらを繰り上げ、ま

たは繰り下げることがある。 

 

始業時刻  ９時００分 

終業時刻 １８時００分 

休憩時間 １２時００分～１３時００分 

 
 

２ 休憩は原則として一斉に取得するものとする。ただし、労使協定を締結した場

合はこの限りではない。 

３ 第１項の定めにかかわらず、労働条件通知書で別段の定めをした場合は、労働

条件通知書の定めを適用する。 

 

第２７条（１年単位の変形労働時間制） 

会社は、労働者代表と労使協定を締結して、１年単位の変形労働時間制による

勤務をさせることがある。 

２ 前項の労使協定において、次の事項を定めるものとする。 

   (1) 対象となる社員の範囲 

   (2) 対象期間・起算日 

   (3) 対象期間における労働日および当該労働日ごとの所定労働時間 

   (4) 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間） 

   (5) 労使協定の有効期間 

３ １年単位の変形労働時間制の対象期間を１か月以上の期間に区分する場合に

は、第１項各号に替えて、労使協定で次の事項を定めるものとする。 

   (1) 対象となる社員の範囲 

   (2) 対象期間・起算日 

   (3) 最初の期間における労働日と各労働日の所定労働時間 

   (4) 最初の期間を除く各期間における労働日数と総労働時間 



   (5) 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間） 

   (6) 労使協定の有効期間 

 

第２８条（１ヶ月単位の変形労働時間制） 

 会社は、労働者代表と労使協定を締結して、１ヶ月単位の変形労働時間制によ

る勤務をさせることがある。 

２ 前項の労使協定において、次の事項を定めるものとする。 

（１）対象となる従業員の範囲 

（２）変形期間を平均し、１週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないこ

と 

（３）変形期間の起算日 

（４）１ヶ月以内の変形期間 

（５）各日の労働時間 

（６）協定の有効期間 

 

第２９条（フレックスタイム制） 

 会社は、労働者代表とフレックスタイム制に関する労使協定を締結し、始業お

よび終業の時刻を従業員の決定に委ねることがある。 

２ 前項の労使協定において、次の事項を定めるものとする。 

（１）対象となる従業員の範囲 

（２）清算期間 

（３）清算期間における総労働時間 

（４）標準となる１日の労働時間 

（５）コアタイムを定める場合には、その開始・終了時刻 

（６）フレキシブルタイムを定める場合には、その開始・終了時刻 

（７）協定の有効期間 

 

第３０条（専門業務型裁量労働制） 

 会社は、労働者代表と専門業務型裁量労働制に関する労使協定を締結し、専門

業務型裁量労働制により勤務をさせることがある。 

２ 前項の労使協定において、次の事項を定めるものとする。 

（１）対象となる従業員の範囲 

（２）労働時間として算定される時間 

（３）対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、社員本人の裁量に委

ねるものとし、その決定等に関し、具体的指示をしないこと 

  （４）健康と福祉の確保措置 

（５）苦情の処理について 



（６）協定の有効期間 

 

第３１条（事業場外労働に関するみなし労働時間制） 

 社員が、労働時間の全部または一部について、事業場外で労働した場合であっ

て、労働時間を算定することが困難な業務に従事したときは第26条に規定する所

定労働時間を労働したものとみなす。 

２ 前項の事業場外の業務を遂行するために、所定労働時間を超えて労働するこ

とが必要な場合には、その業務については通常必要とされる時間労働したものと

みなす。 

３ 労働基準法第 38条の 2第 2項に基づく労使協定が締結された場合には、前項

の事業場外業務の遂行に通常必要とされる時間は、労使協定で定める時間とす

る。 

 

第３２条（休日） 

 休日は、次のとおりとする。 

 （１）月曜日 （法定休日とする） 

 （２）火曜日 

 （３）年末年始（会社の定める日） 

 （４）その他会社の定める日 

２ 労働条件通知書で、休日について前項と異なる定めをした場合は、労働条件

通知書の定めを適用する。 

３ 会社は、業務上必要があるときには、第１項および第２項の休日をあらかじ

め他の日に振り替えることがある。 

 

第３３条（時間外・休日・深夜労働） 

 業務の都合により、従業員を所定時間外、休日または深夜（２２時から５時ま

で）に労働させることがある。 

２ 妊娠中の女性、妊産婦、満１８歳未満の者に対しては、前項の規定にかかわ

らず、時間外、法定休日および深夜に勤務させることはない。 

３ 災害その他やむを得ない事由のある場合は、第１項および第２項の規定にか

かわらず勤務時間を変更または延長することがある。ただし、この場合でも、請

求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働または休日労働に従事させな

い。 

 

第３４条（年次有給休暇） 

 採用から６ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の８割以上出勤した者に対して

は、１０日間の年次有給休暇を与える。 



２ 入社後 6 か月経過した日より 1 年を超えて継続勤務し、当該応答日まで 1 年

間の労働日の 8 割以上勤務した社員に対して、次のとおり年次有給休暇を与え

る。 

勤続 

期間 

1 年 

6ヶ月 

2年 

6ヶ月 

3年 

6ヶ月 

4年 

6ヶ月 

5年 

6ヶ月 

6年 

6ヶ月〜 

日数 11 日 12日 14日 16日 18日 20日 

 

３ 前項に関わらず、所定労働時間が30時間未満のものであって，かつ所定労働

日数が週 4日以下または年間 216日以下の者については、労働基準法第 39条第 3

項に定める比例付与の対象とする。 

 

週所定労

働日数 

 

１年間の

所定労働

日数 

勤続年数 

６か月 １年 

６か月 

２年 

６か月 

３年 

６か月 

４年 

６か月 

５年 

６か月 

６年 

６か月 

以上 

４日 169 日～

216 日 

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

３日 121 日～

168 日 

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

２日 73日～

120 日 

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

１日 48日～

72日 

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

 

４ 当該年度の年次有給休暇の全部または一部を消化しなかった場合、残日数を

翌年度に限って繰り越すことができる。 

５  第１項および第２項の出勤率の算定は労働基準法に基づいて行う。 

６ 年次有給休暇を取得しようとする者は、遅くとも３日前までにその時季を会

社に申し出なければならない。なお、事業の正常な運営を妨げる事由がある場合

は、会社はその時季または期間を変更することができる。 

 

第３５条（慶弔休暇） 

 従業員が、次の各号に事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇

を与える。 

（１）本人が結婚するとき：3日 

（２）子が結婚するとき：1日 

（３）妻が出産したとき：1日 



（４）配偶者、父母、子が死亡したとき：3日 

（５）祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき：1日 

 

第３６条（その他の休暇等） 

 第３３条および第３４条に定める以外の休暇等は労働基準法および育児介護休

業法等の定めに基づき与えるものとする。 

２ 前項の休暇等は無給とする。 

３ 育児介護休業法第２３条第１号および第３号の事業主が講じる措置は、該当

する社員の希望に応じ、６時間以上８時間未満の短時間勤務とする。 

 

第３７条（遅刻、早退、欠勤等の届出） 

 遅刻、早退、欠勤、または勤務時間中の私用外出の際は、事前に所定の者に対

し申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ず事前に申し出るこ

とができなかった場合は、事後すみやかに届け出ることで承認を得なければなら

ない。 

２ 傷病のため４日以上継続欠勤するときは、医師の診断書提出しなければなら

ない。 

 

第３８条（勤怠の記録） 

 従業員は、毎出勤日、人事労務 freee にログインして、日々の勤怠を自ら記録

しなければならない。 

２ 管理者は、第 1 項の勤怠が適正に記録されているか定期的に確認をするもの

とする。 

 

第５章 賃金・退職金等 

 

第３９条（賃金） 

 賃金および支給方法等給与に関する事項は、社員ごとに会社が決定し、個別の

労働条件通知書により明示するものとする。 

第４０条（退職金） 

 退職金は支給しない。 

 

第６章 安全衛生および災害補償 

 

第４１条（遵守事項） 

 会社は、従業員の安全衛生の確保改善を行い、快適な職場環境のために必要な

措置を講ずる。 



２ 従業員は、安全衛生に関する法令および会社の指示に従い、労働災害の防止

に努める。特に以下の事項を遵守しなければならない。 

（１）機械設備等の就業前点検。異常がある際には直ちに報告し、指示に従うこ

と 

（２）所定の場所以外での喫煙を行わないこと 

（３）通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと 

（４）非常災害時には、直ちに所定の者に報告し指示に従うこと 

 

第４２条（安全衛生教育） 

 従業員に対して採用時および配置転換等により職務内容を変更した場合、その

業務についての必要な安全衛生教育を行う。 

 

第４３条（健康診断） 

 会社は、従業員（労働安全衛生法上対象となる者に限る）に対して、採用時

（入社時に健康診断書を提出しなかった者に限る）および毎年１回、定期的に健

康診断を実施する。法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特

別の項目について健康診断を行う。 

２ 会社は、前項の健康診断の結果必要と認められるときは、就業場所、または

業務の転換、労働時間の短縮等健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 

 

第４４条（健康管理上の個人情報の取扱い） 

 会社への提出書類およびその他の個人情報ならびに健康診断書その他の健康情

報は、次の目的のために利用する。 

（１）労務管理、賃金管理、健康管理 

（２）出向・転籍等人事管理 

 

第４５条（災害補償） 

 業務上の事由による従業員の負傷、疾病、障害または死亡については、会社は

労働基準法の規定に従い補償を行う。ただし、従業員が労働者災害補償保険法の

保険給付を受けられるべき場合にはその補償は行わない。 

 

第８章 懲戒 

 

第４６条（懲戒の種類） 

 従業員が次のいずれかに該当する場合は、その情状に応じて次のとおり懲戒を

行う。 

（１）譴責：始末書を提出させて将来を戒める。 



（２）減給：始末書を提出させて減給する。ただし、１回につき平均賃金の１日

分の半額、または総額が一賃金支払期の賃金総額の１０分の１を超えない

範囲とする。 

（３）出勤停止：始末書を提出させて１４日以内の出勤を停止する。その期間は

無給とする。 

（４）懲戒解雇：予告期間を設けずに即時解雇する。所轄労働準監督署長の認定

を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。 

 

第４７条（懲戒の事由） 

 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給または出勤

停止とする。 

（１）正当な理由なく欠勤をしたとき 

（２）正当な理由なく遅刻、早退、欠勤をしたとき 

（３）過失により会社に損害を与えたとき 

（４）職場秩序を乱したとき 

（５）職場におけるハラスメントを含む素行不良により会社内の秩序または風紀

を乱したとき 

（６）会社および会社の従業員、または関係取引先を誹謗もしくは中傷する等に

より会社業務に支障を与えたとき 

（７）会社および関係取引先の秘密等の情報を漏らし、または漏らそうとしたと

き 

（８）第３章（服務規律）に違反したとき 

（９）その他本規則に違反し、または前各号に準ずる不都合な行為があったとき 

２ 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状

によって減給または出勤停止とすることもある。 

（１）正当な理由なく、欠勤が 14日以上におよび、出勤の督促に応じないとき 

（２）正当な理由なく、しばしば遅刻、早退、欠勤を繰り返し、再三の注意にか

かわらず改めないとき 

（３）正当な理由なく、しばしば業務上の指示命令に従わないとき 

（４）故意または重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき 

（５）重要な経歴を偽って採用されたとき 

（６）職場におけるハラスメントを含む素行不良により会社内の秩序または風紀

を乱したとき 

（７）会社および会社の従業員、または関係取引先を誹謗もしくは中傷する等に

より会社業務に支障を与えたとき 

（８）会社および関係取引先の秘密等の情報を漏らし、または漏らそうとしたと

き 



（９）会社内において刑法その他刑罰法規に違反する行為を行い、犯罪事実が明

らかとなったとき 

（１０）刑罰法規の適用を受け、または刑罰法規の適用を受けることが明らかと

なったとき 

（１１）数回の懲戒にもかかわらず、なお改善の見込みがないとき 

（１２）第３章（服務規律）に違反する重大な行為があったとき 

（１３）その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき 

 

第４８条（損害賠償） 

 従業員が故意または過失により会社に損害を与えたときは、その全部または一

部の賠償を求めることがある。ただし、これによって本規則の懲戒を免れるもの

ではない。 

 

 

附 則 

１ 本規則は、２０２０年１０月１日より適用する。 


